
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
底板１３の両側に側壁１４を立設し、側壁１４の上端を内側へ屈曲してフランジ１５を設
けた隠しタイプのスライダーにおいて、フランジ１５と側壁１４にかけてフランジ１５の
肩口４３側の先端から下り勾配の斜面を設けてガイド部２２を形成してなることを特徴と
する隠しスライドファスナー用スライダー。
【請求項２】
底板１３の両側に側壁１４を立設し、側壁１４の上端を内側へ屈曲してフランジ１５を設
けた隠しタイプのスライダーにおいて、蝶棒１１挿入側のガイド溝１７におけるフランジ
１５と側壁１４にかけてフランジ１５の肩口４３側の先端から下り勾配の斜面を設けたガ
イド部２２を形成してなることを特徴とする開離型の隠しスライドファスナー用スライダ
ー。
【請求項３】
フランジ１５の先端は案内柱１６の側面に対し、直角または後口４４側へ多少傾いて配さ
れてなる請求項１または２記載の隠しスライドファスナー用スライダー。
【請求項４】
フランジ１５における斜面の起点は、引手２の取付軸３５を案内柱１６に軸支した部分を
始端として斜面を形成してなる請求項１または２記載の隠しスライドファスナー用スライ
ダー。
【請求項５】
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フランジ１５と側壁１４にかけて配設する下り勾配の斜面からなるガイド部２２は、側壁
１４の縦断面形状が直線を描く形状に形成してなる請求項１または２記載の隠しスライド
ファスナー用スライダー。
【請求項６】
フランジ１５と側壁１４にかけて配設する下り勾配の斜面からなるガイド部２２は、側壁
１４の縦断面形状が曲線を描く形状に形成してなる請求項１または２記載の隠しスライド
ファスナー用スライダー。
【請求項７】
フランジ１５の上面に所定間隔をおいて略胴体１の輪郭に等しい覆板３２を案内柱１６に
配設してなる請求項１または２記載の隠しスライドファスナー用スライダー。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、隠しスライドファスナーにおけるスライダーに関し、スライダーは止め製品
すなわちファスナーチエンの終端を止具で閉鎖した隠しスライドファスナー、および開き
製品すなわちファスナーチエンの終端に開離嵌挿具を備えた開離型隠しスライドファスナ
ーに用いる隠しタイプのスライダーに関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来の隠しスライドファスナーにおけるスライダーにおいて、図１４に示すように、下板
部の両側に側壁部を立設し、この側壁部の上端を内側へ屈曲してファスナーエレメントを
ガイドする上片部を設け、側壁部の前端部分を傾斜させるとともに、上片部の内側先端を
肩口側へ突出させた突部を設けた隠しタイプのスライダーが知られている。（例えば、特
許文献１参照。）
【０００３】
また、図１５に示すように基板の両側に側板を立設し、この側板の上端を内側へ屈曲して
ファスナーエレメントをガイドする上面板を設け、上面板の先端を基板の先端よりも後口
側に位置させるとともに、側板の先端部分をコ字状に切欠いて上面板と基板との間に開口
を設けた隠しタイプのスライダーが知られている。（例えば、特許文献２参照）。
【０００４】
【特許文献１】
実公昭４６－６５７４号公報（第１，２頁、第１～４図）
【特許文献２】
実公昭５６－２２７２９号公報（第１，２頁、第１～４図）
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
前項で述べた特許文献１に開示された隠しタイプのスライダーは、側壁部の上端を内側へ
屈曲して設けた上片部の先端が、スライダーの肩口側へ突出する突部を設けているため、
スライダーを摺動させるとき、突部がファスナーエレメントに反転状に取り付けられたフ
ァスナーテープに摺接し摺動抵抗が大きく軽快な摺動操作ができない。また開き製品に開
離型スライダーとして用いた場合、蝶棒をスライダーに挿入する際、ファスナーテープの
端部が突部に引っ掛かり、または触突し円滑な差し込み操作が行えないなどの問題点があ
る。
【０００６】
また、特許文献２に開示された隠しタイプのスライダーも前例と同様に、側板の先端をコ
字状に切欠いて開口を設けることによって、上面板の先端がスライダーの肩口側へ突出し
て突片部分を形成し、この側板から突出する突片部分がスライダーの摺動の際、ファスナ
ーエレメントに反転状に取り付けられたファスナーテープに摺接し、摺動抵抗が大きく軽
快な摺動操作ができない。また開離型スライダーとして用いた場合、蝶棒をスライダーに
挿入するときファスナーテープの端部が突片部分に引っ掛かり、または触突して円滑な差

10

20

30

40

50

(2) JP 3909491 B2 2007.4.25



し込み操作ができないなど問題点がある。
【０００７】
この発明は、上述の問題点を考慮して発明されたものであり、請求項１および２記載の発
明は、隠しスライドファスナー用スライダーを止め製品の隠しファスナーチエン、および
開き製品のファスナーチエンの双方に用いたとき、それぞれファスナーエレメントに反転
状すなわちＵ字状に取り付けられたファスナーテープ間を円滑に摺動でき、かつ開き製品
の場合は、ファスナーチエンの端部に取り付けた開離嵌挿具の蝶棒をスライダーへ差し込
んだ後、箱体へ差し込むため、蝶棒を取り付けたファスナーテープの端部がスライダーの
フランジに邪魔されることなく軽快にスライダーがガイドして挿入できる隠しスライドフ
ァスナーのスライダーを提供することが主たる目的である。
【０００８】
請求項３記載の発明は、請求項１または２記載の発明の目的に加え、隠しタイプのスライ
ダーにおける案内柱とフランジ先端との配置関係をスライダーの摺動および蝶棒の差し込
み操作を円滑かつ効率よく行える隠しスライドファスナーのスライダーを提供することが
目的である。
【０００９】
請求項４記載の発明は、請求項１または２記載の発明の目的に加え、隠しファスナーチエ
ンをスライダーの引手による引っ張り操作によって摺動させるとき、スライダーのフラン
ジがファスナーチエンに与える摺動抵抗を極力小さくし、円滑に摺動を行える隠しスライ
ドファスナーのスライダーを提供することが目的である。
【００１０】
請求項５および６記載の発明は、それぞれ請求項１または２記載の発明の目的に加え、隠
しタイプのスライダーによって、開離嵌挿具の蝶棒をスライダーおよび箱体へ差し込むと
き、蝶棒を備えたファスナーテープの端部を円滑かつ有効にガイド作業ができる隠しスラ
イドファスナーのスライダーを提供することが目的である。
【００１１】
請求項７記載の発明は、請求項１または２記載の発明の目的に加え、隠しスライドファス
ナーであるが通常の開き製品のスライドファスナーに酷似させて、顧客が通常の開き製品
と同様の開離嵌挿操作が容易に行える形態にスライダーを形成し、また安心して使用でき
る隠しスライドファスナー用スライダーを提供することが目的である。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
前記の目的を達成するため、この発明のうち請求項１記載の発明は、隠しタイプのスライ
ダーが底板１３の両側に側壁１４を立設し、この側壁１４の上端を胴体１の内側へ屈曲し
てフランジ１５を設け、このフランジ１５と側壁１４とにかけてフランジ１５における胴
体１の肩口４３側に位置する先端から下り勾配の斜面を設けることによって、フランジ１
５と側壁１４にガイド部２２を形成した隠しスライドファスナーのスライダーを主な構成
とするものである。
【００１３】
請求項２記載の発明は、開離型の隠しタイプのスライダーが底板１３の両側に側壁１４を
立設し、この側壁１４の上端を胴体１の内側へ屈曲してフランジ１５を設け、少なくとも
蝶棒１１挿入側のファスナーエレメント６を挿通するガイド溝１７におけるフランジ１５
と側壁１４とにかけて、フランジ１５における胴体１の肩口４３側に位置する先端から下
り勾配の斜面を設けることによって、フランジ１５と側壁１４にガイド部２２を形成した
開離型の隠しスライドファスナーのスライダーを主な構成とするものである。
【００１４】
請求項３記載の発明は、請求項１または２記載の発明の構成に加え、フランジ１５の肩口
４３側の先端は、胴体１における案内柱１６の側面に対し、直角または後口４４側へ多少
傾いて配置してフランジ１５を形成した隠しスライドファスナーのスライダーである。
【００１５】
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請求項４記載の発明は、請求項１または２記載の発明の構成に加え、フランジ１５におけ
るガイド部２２の斜面の起点は、胴体１の案内柱１６に取り付けた引手２の取付軸３５を
軸支した部分をガイド部２２の始端として斜面を形成した隠しスライドファスナーのスラ
イダーである。
【００１６】
請求項５記載の発明は、請求項１または２記載の発明の構成に加え、フランジ１５と側壁
１４とにかけて配設する下り勾配の斜面から形成したガイド部２２は、側壁１４における
縦断面形状が直線を描く形状に形成した隠しスライドファスナーのスライダーである。
【００１７】
請求項６記載の発明は、請求項１または２記載の発明の構成に加え、フランジ１５と側壁
１４とにかけて配設する下り勾配の斜面から形成したガイド部２２は、側壁１４における
縦断面形状が曲線を描く形状に形成した隠しスライドファスナーのスライダーである。
【００１８】
請求項７記載の発明は、請求項１または２記載の発明の構成に加え、隠しタイプのスライ
ダーのフランジ１５の上方にフランジ１５と所定間隔をおいて、略胴体１の平面における
輪郭に等しい覆板３７を案内柱１６に配設した隠しスライドファスナーのスライダーであ
る。
【００１９】
【発明の実施の形態】
以下、この発明の隠しスライドファスナー用スライダーの実施の形態について、図面を参
照しながら具体的に説明する。
【００２０】
この発明の隠しスライドファスナー用スライダーは、図１に示す第１実施例の隠しタイプ
のスライダーは、自動停止機構を備え、胴体１は亜鉛合金、アルミニウム合金などの金属
をダイカスト成形して形成し、胴体１は底板１３の両側に側壁１４を立設し、この側壁１
４の上端を内側へ屈曲することによってフランジ１５を形成し、底板１３の中央には案内
柱１６を立設するとともに、この案内柱１６とフランジ１５間および両側のフランジ１５
間にファスナーテープ５が挿通できる間隙Ｓを設け、案内柱１６と側壁１４およびフラン
ジ１５に囲繞された部分に、Ｕ字状に折曲したファスナーテープ５の一側縁に取り付けた
ファスナーエレメント６を挿通しガイドできるガイド溝１７を設ける。
【００２１】
案内柱１６の上部には縦方向に凹状の凹溝部１８を設け、この凹溝部１８に図３に示すよ
うに一端に停止爪２５を有するフック状の爪杆２４を遊嵌して中央部分に穿設した軸孔２
８に支軸３０を挿通して固定し、爪杆２４を回動可能に形成する。爪杆２４の一端に設け
た停止爪２５の基部に凹状の引掛部２６を設けて引手２を連結するトライアングル状のク
ランパー３４の一端に形成した取付軸３５を嵌挿し、爪杆２４の他端には凹欠状の押圧部
２７を設け、案内柱１６における凹溝部１８の下側に円筒の収納孔１９を設けてスプリン
グ３１を収容し、スプリング３１の上端は押圧部２７に圧接して停止爪２５を案内柱１６
の後口４４側の先端に延設した突片２０に形成した爪孔２１から進退自在に形成してスラ
イダーの摺動を自動停止させる。
【００２２】
このように形成した隠しタイプのスライダーにおいて、この発明が最も重要視している構
成は、底板１３の両側に立設した側壁１４と、側壁１４の上端に屈設したフランジ１５の
肩口４３側に、ファスナーテープ５をガイドするガイド部２２を形成する。ガイド部２２
は案内柱１６に取り付けたクランパー３４の取付軸３５の近傍、すなわち取付軸３５と支
軸３０間に配設するのがよい。ガイド部はフランジ１５から側壁１４にかけて縦断面形状
が肩口４３側へ直線状の下り勾配の斜面を形成し、フランジ１５におけるガイド部２２は
案内柱１６の側面に対し直角または後口４４側へ多少傾いた形状を呈するように配されて
いる。
【００２３】
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この斜面状のガイド部２２は、図４～７に示すように、ファスナーチエン４の端部に配し
た開離嵌挿具８における蝶棒１１を箱体９に挿入する際、図４，５に示すようにスライダ
ーの胴体１に形成したガイド溝１７へ一方のファスナーテープ５の端部に固定した補強テ
ープ７の側縁に取り付けた蝶棒１１を挿入すると、ファスナーテープ５の先端はスライダ
ーの側壁１４に設けた斜面のガイド部２２に沿って滑動し、図５に示すようにフランジ１
５の先端に設けたガイド部２２へ誘導する。図６に示すように蝶棒１１をガイド溝１７の
内部へ進入させると、Ｕ字状のファスナーテープ５の先端はガイド部に沿って誘導され、
スライダーに形成されたフランジ１５と案内柱１６間に設けた間隙Ｓへガイドして挿入す
る。さらに蝶棒１１を内側へ進入させると、Ｕ字状のファスナーテープ５の先端はスライ
ダーに形成された案内柱１６の後口４４側に形成された対向するフランジ１５間に設けた
間隙Ｓへガイドされる。
【００２４】
　その後さらに蝶棒１１をガイド溝１７の奥へ進入させると、スライダーと当接しファス
ナーテープ５の端部に取り付けた開離嵌挿具８の箱体９へ進出し、図７に示すように蝶棒
１１は箱体 の蝶棒挿入部１２へ挿入し固定される。この状態でスライダーを肩口４３方
向へ摺動させることによって、ファスナーチエン４を閉鎖させることができる。
【００２５】
このような一連の操作たとえばファスナーテープに取り付けた蝶棒の箱体への嵌挿操作に
おいては、胴体１の側壁１４とフランジ１５に設けた斜面のガイド部２２には突出部分が
ないので、ファスナーテープ５の端部をスムーズにガイドし、嵌挿操作を容易に行うこと
ができる。またファスナーチエン４の開閉操作の際は、胴体１における案内柱１６の側方
において、ガイド部２２から肩口４３側へ突出する突出部分がないので、スライダーの摺
動の際、摩擦抵抗が小さく、軽快な摺動操作ができ、このスライダーは開き製品のみでな
く止め製品にも用いることができる。
【００２６】
なお図４に示すように、ファスナーテープ５の端部に取り付けた開離嵌挿具８における箱
体９の上面が斜面状に形成してあるのは、スライダーの後口４４を箱体９に当接したとき
傾斜状にスライダーを載置することができ、蝶棒１１の差し込み操作が円滑かつ容易にで
きるように便宜を図ったものである。また案内柱１６の上部に設けた凹溝部１８が偏倚し
ているのは、装着された爪杆２４の停止爪２５が箱棒１０を取り付けた側のファスナーエ
レメント６間に確実に挿入できるように形成したものである。
【００２７】
　図８～１０に示す第２実施例の隠しタイプのスライダーは、胴体 の底板１３の両側に
立設した側壁１４と、この側壁１４の上端を内側へ屈曲して設けたフランジ１５とに形成
する斜面のガイド部２２の形態が前例とは多少異なる以外は略同一形態である。図８，９
に示すようにガイド部２２が始まる起点を引手２を胴体１へクランパー３４によって連結
したクランパー３４の取付軸３５を基準としてガイド部２２を設置したものである。
【００２８】
このようにガイド部２２の起点を引手２の取付軸３５を基準に設けることによって、ファ
スナーチエン４を閉鎖する際、一方のファスナーテープ５に取り付けられた蝶棒１１をス
ライダーのガイド溝１７に挿入する際、前例と同様に円滑に操作ができる。蝶棒１１を箱
体９に差し込んだ後、スライダーを摺動させてファスナーチエン４を閉鎖する際、引手２
の引っ張り操作により胴体１の肩口４３側に障害物、たとえばフランジ１５の先端が突出
していると、Ｕ字状に折曲したファスナーテープ５の内面を擦過するため、摺動抵抗が大
きく重く感じるが、取付軸３５から肩口４３側にフランジ１５が突出していないので、摩
擦抵抗が小さく円滑な操作を行うことができる。
【００２９】
図１１はガイド部２２の変形例を示すもので、隠しタイプのスライダーにおいて、胴体１
のフランジ１５から側壁１４にかけて形成する斜面のガイド部２２は、胴体１に取り付け
た引手２のクランパー３４における取付軸３５の近傍から胴体１の肩口４３へ向けた縦断
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面形状が下り勾配の斜面のガイド部２２が前例とは異なり、直線でなく曲線たとえばなだ
らかなＳ字状を呈する斜面に形成し、ガイド部２２の底板１３との接点およびフランジ１
５における隅角部をそれぞれ曲面によって形成することにより、ファスナーテープ５との
接触を和らげ、円滑な蝶棒１１の差し込み操作およびスライダーの摺動操作が行えるよう
に形成したものである。
【００３０】
図１２，１３に示す第３実施例の隠しタイプのスライダーは、胴体１における下半部分の
形態が第１実施例の形態と同一であるが、異なるのは上半部分の形態である。すなわちフ
ランジ１５の上方に所定の間隔をおいて、略胴体１の平面の輪郭に等しい覆板３２を案内
柱１６に装着し、通常の開き製品のスライダーに酷似させたことである。
【００３１】
　詳述すると、覆板 における表面の前後に三角状の取付柱３８を斜面が対向するよう
に配設し、この取付柱３８は中央長手方向に間隙部分があり、この間隙部分に、一端に停
止爪２５があるヘの字状の爪杆３９を介在させ、爪杆３９の上側へ板スプリング４０を載
置して爪杆３９の中央を下方へ付勢させて自動停止機能を具有させ、三角状の取付柱３８
間に引手２を連結したクランパー３４の取付軸３５を嵌挿し、引手２を引っ張ると三角状
の取付柱３８がカムの働きをし、板スプリング４０に抗して爪杆３９を押し上げ、停止爪
２５をファスナーエレメント６間から脱出させ摺動させる。なお板スプリング４０の上方
に船底形のカバーを被覆して側面を取付柱３８にかしめ付ける。
【００３２】
この隠しタイプのスライダーも前例と同様な操作を行う。たとえば図１３に示すように、
胴体１の肩口４３からＵ字状に折曲したファスナーテープ５に取り付けた蝶棒１１をガイ
ド溝１７へ差し込み、ファスナーテープ５は斜面のガイド部２２にガイドされ、フランジ
１５と覆板３２の間で、フランジ１５の側縁に配された間隙Ｓを通り蝶棒１１を箱体９の
蝶棒挿入部１２に挿入して固定し、スライダーを摺動させてファスナーチエン４を閉鎖さ
せる。蝶棒１１の差し込みの際、覆板３２が存在するため、通常タイプの開き製品と同様
な差し込み操作ができる。
【００３３】
以上説明したとおり、この発明の隠しタイプのスライダーは、開き製品たとえばファスナ
ーチエンの端部に開離嵌挿具を備えた隠しスライドファスナーに使用できる以外に、止め
製品たとえばファスナーチエンの端部を下止具によって固定した隠しスライドファスナー
にも使用できるスライダーである。
【００３４】
【発明の効果】
この発明の隠しスライドファスナー用スライダーは、以上説明したとおりの構成であり、
この構成によって下記の効果を奏するものである。
【００３５】
この発明のうち請求項１および２記載の発明は、底板の両側に側壁を立設し、側壁の上端
を内側へ屈曲してフランジを設けた隠しタイプのスライダーにおいて、フランジと側壁に
かけてフランジの肩口側の先端から下り勾配の斜面を設けてガイド部を形成し、あるいは
蝶棒挿入側のガイド溝におけるフランジと側壁にかけてフランジの肩口側の先端から下り
勾配の斜面を設けたガイド部を形成したことにより次の効果がある。
【００３６】
この発明の隠しタイプのスライダーは、止め製品すなわち隠しファスナーチエンの端部を
下止具によって固定したスライドファスナー、および開き製品すなわち隠しファスナーチ
エンの端部に開離嵌挿具を具備したスライドファスナーの双方に用いることができ、隠し
タイプのスライダーはファスナーチエンを閉鎖する際、スライダーの引手を閉鎖方向へ引
っ張り移動させるとき、フランジと側壁の前面にガイド部があるため円滑に摺動でき、特
に従来品のように側壁の前面にフランジが存在しないから摺動抵抗が小さく軽快に摺動で
きる。
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【００３７】
また開き製品の場合は、ファスナーテープに取り付けた蝶棒をスライダーおよび箱体へ挿
入する際、Ｕ字状に折曲したファスナーテープがスライダーのフランジにおけるガイド部
前面に突出物がないので、差し込み操作を邪魔されず円滑に箱体へ挿入できる効果がある
。
【００３８】
請求項３記載の発明は、請求項１または２記載の発明の効果に加え、フランジの先端は案
内柱の側面に対し、直角または後口側へ多少傾いて配置されていることによって、フラン
ジのガイド部は側壁側よりも先端の隅角部分がファスナーテープに一番最後に摺接するの
で、ファスナーテープのガイドが円滑かつ効率よく行える効果がある。
【００３９】
請求項４記載の発明は、請求項１または２記載の発明の効果に加え、フランジにおける斜
面の起点は、引手の取付軸を案内柱に軸支した部分を始端として斜面を形成したことによ
って、スライダーの胴体は、引手を引っ張って摺動させるとき、フランジにおける引手の
取付軸の前方に突出物がないので、ファスナーチエンに与える摺動抵抗が小さく、スライ
ダーを円滑に摺動させることができる効果がある。
【００４０】
請求項５および６記載の発明は、それぞれ請求項１または２記載の発明の効果に加え、フ
ランジと側壁にかけて配設する下り勾配の斜面からなるガイド部は、側壁の縦断面形状が
直線を描くか、または曲線を描く形状に形成したことによって、ファスナーテープの厚さ
材質等を加味して最適なガイド部を具備したスライダーに形成できる効果がある。
【００４１】
請求項７記載の発明は、請求項１または２記載の発明の効果に加え、フランジの上面に所
定間隔をおいて略胴体の輪郭に等しい覆板を案内柱に配設したことによって，通常の開き
製品のスライドファスナーに似せて、開離嵌挿操作、摺動操作を通常のスライドファスナ
ーとして取り扱うことができる効果があるなど、この発明が奏する効果はきわめて顕著で
ある。
【図面の簡単な説明】
【図１】第１実施例の隠しタイプのスライダーの斜視図である。
【図２】同上スライダーの側面図である。
【図３】同上スライダーの縦断面図である。
【図４】同上スライダーを備えた開離嵌挿具付ファスナーチエンの正面図である。
【図５】同上スライダーを備えた開離嵌挿具付ファスナーチエンの図４における側面図で
ある。
【図６】同上スライダーを備えた開離嵌挿具付ファスナーチエンにおける蝶棒のスライダ
ーへの挿入態様を示す側面図である。
【図７】同上スライダーを備えた開離嵌挿具付ファスナーチエンにおける蝶棒の箱体への
挿入態様を示す側面図である。
【図８】第２実施例の隠しタイプのスライダーの正面図である。
【図９】同上スライダーの側面図である。
【図１０】図８におけるＡ－Ａ断面図である。
【図１１】サイド部の変形例を示す隠しタイプのスライダーの側面図である。
【図１２】第３実施例の隠しタイプのスライダーの正面図である。
【図１３】同上スライダーの側面図である。
【図１４】公知の隠しタイプのスライダーの正面図である。
【図１５】他の公知の隠しタイプのスライダーの斜視図である。
【符号の説明】
１　　　　　　胴体
２　　　　　　引手
１１　　　　　　蝶棒
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１３　　　　　　底板
１４　　　　　　側壁
１５　　　　　　フランジ
１６　　　　　　案内柱
１７　　　　　　ガイド溝
２２　　　　　　ガイド部
３２　　　　　　覆板
３５　　　　　　取付軸
４３　　　　　　肩口
４４　　　　　　後口 10

【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】
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